
 

 

 歩合給制の労働者の「通常の労働時間又は労働日の賃金」をどのように算出する

かについては，労基法施行規則１９条１項６号において，「賃金算定期間において

出来高払制その他請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間にお

ける総労働時間数で除した金額」と定められており，要するに，「歩合給部分の金額

÷総労働時間数」が時間単価になります。 

 月給制の場合，時間外労働分の時間単価は月給に含まれていないため，時間単価

に相当する部分も支払う必要があり，時間外労働をさせた場合，通常の労働時間の

時間単価に１．２５を掛けて時間外労働の賃金の時間単価を算出していました。 

 これに対して，歩合給の場合は，時間を延長したことによって成果が上がってい

るという面があり，時間単価に相当する部分は既に歩合給に含まれていると考えら

れることから，支払うべき割増賃金（残業代）は，時間単価の１２５％ではなく，

２５％で足りるとされています。 
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Ｑ623．歩合給制の労働者の残業代は，どのように計算すればいいです

か？ 


